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年
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次

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

県
営
林
素
材
生
産
事
業
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
要
領
の
制
定  

一

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
六
十
四
号

　

県
営
林
素
材
生
産
事
業
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
要
領
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
二
月
二
日　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　
　
　
県
営
林
素
材
生
産
事
業
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
要
領

　

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
要
領
は
、
大
分
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
規
則
第
二
十
二
号
）
第
三
十
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
大
分
県
が
発
注
す
る
県
営
林
素
材
生
産
事
業
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
（
以
下
「
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
要
領
に
お
い
て
、
県
営
林
素
材
生
産
事
業
と
は
、
県
営
林
の
立
木
に
つ
い
て
、
選
木
、
伐

倒
、
集
材
及
び
造
材
を
行
い
、
素
材
を
生
産
し
、
搬
出
す
る
事
業
並
び
に
こ
れ
ら
に
付
帯
す
る
事
業
を
い

う
。

　

（
入
札
参
加
資
格
要
件
）

第
三
条
　
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ　

森
林
組
合
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
に
規
定
す
る
県
内
の
森
林
組
合
又
は
同
連
合

会

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

ロ　

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
に
規
定
す
る
県
内
の
林
業
関

係
事
業
協
同
組
合
又
は
同
連
合
会

ハ　

林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
知
事
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主

二　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
（
以
下
「
技
術
職
員
」
と
い
う
。
）
を
二
人
（
前
号
に
規
定
す
る

者
の
代
表
者
（
以
下
単
に
「
代
表
者
」
と
い
う
。
）
が
技
術
職
員
で
あ
る
場
合
は
、
一
人
）
以
上
雇
用

し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ　

一
般
社
団
法
人
日
本
森
林
技
術
協
会
か
ら
林
業
技
士
の
認
定
（
森
林
土
木
、
林
業
経
営
、
森
林
環

境
又
は
作
業
道
作
設
部
門
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者

ロ　

知
事
又
は
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
林
業
労
働

力
確
保
支
援
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修
（
林
業
労
働
者
に
対
す
る
研
修
に
限
る
。
）
を
修
了
し
、
農
林

水
産
省
の
研
修
修
了
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者

ハ　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
又

は
大
学
に
お
い
て
林
業
に
関
す
る
課
程
を
修
了
し
た
者
で
、
林
業
の
実
務
経
験
が
三
年
以
上
の
者

ニ　

林
業
の
実
務
経
験
が
五
年
以
上
の
者

三　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ　

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別

の
教
育
（
以
下
「
特
別
教
育
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
林
業
労
働
者
（
技
術
職
員
を
含
む
。
）
を
常

時
二
人
（
代
表
者
が
特
別
教
育
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
一
人
）
以
上
雇
用
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
教
育
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四

十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
う
ち
、
集
材
に
係
る
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
特

別
教
育
と
、
伐
木
に
係
る
⑷
の
特
別
教
育
を
そ
れ
ぞ
れ
一
人
以
上
受
け
て
い
る
こ
と
を
要
件
と
し
、

林
業
架
線
作
業
主
任
者
の
資
格
を
持
つ
者
は
、
⑶
の
特
別
教
育
を
受
け
た
者
と
同
等
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
る
。

　
　
　

⑴　

第
三
十
六
条
第
六
号
の
三
「
走
行
集
材
機
械
運
転
特
別
教
育
」

　
　
　

⑵　

第
三
十
六
条
第
七
号
「
機
械
集
材
装
置
運
転
特
別
教
育
」

　
　
　

⑶　

第
三
十
六
条
第
七
号
の
二
「
簡
易
架
線
集
材
装
置
又
は
架
線
集
材
機
械
運
転
特
別
教
育
」

　
　
　

⑷　

第
三
十
六
条
第
八
号
「
伐
木
等
の
業
務
に
係
る
特
別
教
育
」

ロ　

素
材
生
産
を
主
と
す
る
事
業
の
受
託
又
は
請
負
に
つ
い
て
、
入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
日
の
属

す
る
年
度
及
び
前
年
度
の
二
箇
年
度
に
お
い
て
一
件
以
上
の
実
績
の
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ハ　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ

六



令
和
六
年
二
月
二
日

二

大
分
県
報
号
外
（
告
示
）

と
。

ニ　

県
税
並
び
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

ホ　

林
業
退
職
金
共
済
組
合
又
は
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
団
体
等
の
退
職
金
支
給
制
度
に
加
入
し

て
い
る
こ
と
。

ヘ　

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暴
力
団
（
同
法
第
二

条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有

す
る
者
で
な
い
こ
と
。

　

（
申
請
の
時
期
及
び
方
法
）

第
四
条　

入
札
参
加
資
格
の
審
査
申
請
時
期
は
、
毎
年
二
月
十
五
日
か
ら
同
月
末
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ

し
、
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２　

入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一　

県
営
林
素
材
生
産
事
業
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）

二　

登
記
事
項
証
明
書

三　

県
税
の
納
税
証
明
書

四　

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
納
税
証
明
書

五　

決
算
書
（
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
剰
余
金
又
は
欠
損
金
の
処
理
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
書

類
）

六　

素
材
生
産
事
業
実
績
及
び
林
業
機
械
の
保
有
状
況
（
様
式
第
二
号
）

七　

素
材
生
産
事
業
実
績
を
証
す
る
契
約
書
の
写
し

八　

林
業
労
働
者
名
簿
（
様
式
第
三
号
）

九　

社
会
保
険
等
加
入
状
況
を
確
認
で
き
る
書
類

十　

業
務
上
の
資
格
証
明
書
又
は
実
務
経
験
証
明
書
（
様
式
第
四
号
）

十
一　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

　

（
入
札
参
加
資
格
審
査
の
結
果
の
通
知
）

第
五
条　

知
事
は
、
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
入
札
参
加
資
格
の
有
無
を
決
定
し
、
そ
の
結
果
を
入
札

参
加
資
格
審
査
結
果
通
知
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
、
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
）

第
六
条　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
西
暦
偶
数
年
を
基
準
と
し
、
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た

年
の
四
月
一
日
か
ら
翌
々
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
二
年
間
（
西
暦
奇
数
年
に
当
該
資
格
を
取
得
し
た

者
に
あ
っ
て
は
、
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
一
年
間
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
に
必
要
が
あ

る
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

（
申
請
書
の
記
載
事
項
の
変
更
届
）

第
七
条　

入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
は
、
当
該
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
中
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
県
営
林
素
材
生
産
事
業
入
札
参
加
資
格
審
査
事
項
等
変
更
届
（
様
式
第
六
号
）

に
関
係
書
類
を
添
付
し
て
、
遅
滞
な
く
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

商
号
又
は
名
称

　

二　

営
業
所
の
所
在
地

　

三　

代
表
者
の
氏
名

　

四　

林
業
労
働
者
の
氏
名
又
は
人
数

　

（
資
格
の
取
消
し
）

第
八
条　

知
事
は
、
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
が
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
は
、
当
該
入

札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
間
の
範
囲
内
で
知
事
が
定
め
る
期
間
、
競
争
入

札
に
参
加
さ
せ
な
い
も
の
と
す
る
。

２　

知
事
は
、
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
が
虚
偽
の
申
請
に
よ
り
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
こ

と
が
判
明
し
た
場
合
は
、
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

３　

知
事
は
、
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
が
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関

係
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
判
明
し
た
場
合
は
、
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

４　

知
事
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
取
り
消
し
た

理
由
を
当
該
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
雑
則
）

第
九
条　

こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
県
営
林
素
材
生
産
事
業
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
申
請
及
び

審
査
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



様
式

第
１

号
（
第

４
条

関
係

）

年
月

日

大
 分

 県
 知

 事
　

佐
藤

　
樹

一
郎

　
　

殿

１
，

入
札

参
加

資
格

要
件

の
申

告

（
１

）
申

請
す

る
団

体
等

の
区

分
（
要

領
第

３
条

第
１

項
第

１
号

関
係

）

区
　

分

アイウ

（
２

）
常

時
雇

用
者

の
内

訳
（
要

領
第

３
条

第
１

項
第

２
号

・
第

３
号

関
係

）

アイウエ

注
　

1
）
「
技

術
職

員
(現

場
代

理
人

）
」
欄

に
つ

い
て

、
１

人
で

複
数

の
資

格
を

有
す

る
場

合
は

、
い

ず
れ

か
１

つ
に

記
入

す
る

こ
と

。

　
 　

2
）
「
林

業
技

士
」
は

、
森

林
土

木
、

林
業

経
営

、
森

林
環

境
、

作
業

道
作

設
部

門
に

限
る

も
の

と
す

る
。

(３
)イ

ン
ボ

イ
ス

制
度

適
格

請
求

書
発

行
事

業
者

の
該

当
の

有
無

上
記

該
当

の
場

合
･･･

２
，

　
添

付
書

類①
部

②
部

③
部

④
部

⑤
部

⑥
部

⑦
部

⑧
部

⑨
部

⑩
部

⑪
部

3
,

下
記

事
項

に
つ

い
て

承
諾

の
上

、
□

欄
に

レ
点

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

              □
　

県
営

林
素

材
生

産
事

業
入

札
に

よ
り

買
受

け
た

物
件

の
伐

採
・
搬

出
等

の
作

業
に

あ
た

っ
て

は
、

別
記

の
「
県

営
林

素
材

生
産

事
業

に
お

け
る

伐
採

・
搬

出
作

業
等

の
留

意
事

項
」
を

遵
守

し
ま

す
。

　
　

 3
）
「
研

修
修

了
者

」
と

は
、

知
事

又
は

林
業

労
動

力
確

保
支

援
セ

ン
タ

ー
が

行
う

研
修

を
修

了
し

、
農

林
水

産
省

の
研

修
修

了
者

名
簿

に
登

録
さ

れ
た

者
と

す
る

。

常
時

雇
用

林
業

労
働

者
(２

人
以

上
)

技
術

職
員

(現
場

代
理

人
）

の
人

数
及

び
保

有
資

格
（
２

人
以

上
）

県
営

林
素

材
生

産
事

業
入

札
参

加
資

格
審

査
申

請
書

令
和

所
在

地

申
請

者
商

号
又

は
名

称

代
表

者
氏

名

電
話

番
号

Ｆ
Ａ

Ｘ

　
大

分
県

で
発

注
さ

れ
る

県
営

林
素

材
生

産
事

業
の

入
札

に
参

加
し

た
い

の
で

、
関

係
書

類
を

添
え

て
入

札
参

加
資

格
審

査
を

申
請

し
ま

す
。

　
な

お
、

こ
の

申
請

書
及

び
添

付
書

類
の

す
べ

て
の

記
載

事
項

は
、

事
実

と
相

違
な

い
こ

と
を

誓
約

し
ま

す
。

団
　

体
　

等
該

　
当

森
林

組
合

法
(昭

和
5
3
年

法
律

第
3
6
号

)に
規

定
す

る
県

内
の

森
林

組
合

又
は

同
連

合
会

中
小

企
業

等
協

同
組

合
法

(昭
和

2
4
年

法
律

第
1
8
1
号

）
に

規
定

す
る

県
内

の
林

業
関

係
事

業
協

同
組

合
又

は
同

連
合

会

林
業

労
働

力
の

確
保

の
促

進
に

関
す

る
法

律
(平

成
8
年

法
律

第
4
5
号

）
第

5
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

大
分

県
知

事
の

認
定

を
受

け
た

事
業

主

区
　

　
分

資
　

　
格

　
　

名
人

　
数

備
　

考

林
業

技
士

研
修

修
了

者

林
業

に
関

す
る

学
科

卒
業

（
林

業
の

実
務

経
験

3
年

以
上

）

林
業

の
実

務
経

験
5
年

以
上

決
算

書
等

特
別

教
育

修
了

状
況

ア
伐

木
等

の
業

務
に

係
る

特
別

教
育

修
了

者
（
1
人

以
上

）

（
　

該
当

　
　

・
　

　
非

該
当

　
）

集
材

に
係

る
特

別
教

育
修

了
者

（
1
人

以
上

）

実
務

経
験

証
明

書
(様

式
第

４
号

)

誓
約

書
(別

記
様

式
１

)

素
材

生
産

事
業

実
績

を
証

す
る

契
約

書
(写

し
）

林
業

労
働

者
名

簿
(様

式
第

３
号

）

社
会

保
険

等
加

入
状

況

業
務

上
の

資
格

証
明

等

適
格

請
求

書
発

行
業

者
登

録
番

号

素
材

生
産

事
業

実
績

及
び

林
業

機
械

の
保

有
状

況
(様

式
第

２
号

）

登
記

事
項

証
明

書

大
分

県
税

に
係

る
納

税
証

明
書

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

に
係

る
納

税
証

明
書

様式第２号（第４条関係）

１，素材生産事業の実績（令和　　年度～令和　　年度） ２，林業機械の保有状況

契約年月日 発注機関 事業名 事業場所
事業面積

(ha)
素材生産量

(㎥)
契約金額
（千円）

機種名 保有台数

（
） ﾌﾟﾛｾｯｻ

（
）

ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ
ｳｲﾝﾁ付ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ

（
） ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ

（
）

ﾌｫﾜｰﾀﾞ
ｸﾛｰﾗ

（
） 林内作業車

（
） ﾊﾞｯｸﾎｳ

（
） ﾄﾗｯｸ

（
）

（
）

（
）

（
）

注　１　申請日の属する年度と前年度の２か年度における素材生産を主目的とする事業の実績を記載すること。

　　　なお、実績として立木の売買契約を挙げる場合は、売買契約書と合わせて自社が出荷者となっている出荷証明を添付すること。

　２　契約ごとに記載し、契約書の写しの右肩上部に一連番号を記載し、添付すること。(番号を一致させること。）

　３　発注機関には、上段に発注者名を記載(個人の場合は個人名）すること。また、下請の場合は元請者名を下段（　　）に記載すること。

　４　事業場所には、市町村名を記載すること。

　５　施工面積（小数点１位まで）、素材生産量(整数止め）、契約金額を記載すること。

　６　林業機械の保有状況は保有台数を記載すること。

　７　記入欄が不足する場合は別様とすること。

素素材材生生産産事事業業実実績績及及びび林林業業機機械械のの保保有有状状況況

契約書
番号

令
和
六
年
二
月
二
日

三

大
分
県
報
号
外
（
告
示
）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）

（　　）



様式第３号（第４条関係)

１）本表は、技術職員(現場代理人）及び作業職員の人数･資格等を確認するためのものである。

２）常時雇用林業労働者とは、常時雇用されている技術職員(現場代理人）及び作業職員のことである。

ア イ エ

36条第6号の3 36条7号 36条7号の2

走行集材機械 機械集材
簡易架線集材

・架線集材機械

注１　「技術職員(現場代理人）」は、県営林素材生産事業入札参加資格審査申請要領第３条第１項第２号に掲げる者をいう。

　２　「技術職員(現場代理人）」のア～エ欄について、１人で複数の資格を有する場合は、いずれか１つに記入すること。

　３　「作業職員」は、県営林素材生産事業入札参加資格審査申請要領第３条第１項第３号（ア）に掲げる者をいう。

　４　労災保険には、中小企業の役員を対象とした特別加入制度による労災保険等を含む。

　６　年金制度とは、厚生年金をいう。

　７　退職金制度とは、林業退職金共済制度、中小企業退職金共済制度等をいう。

　８　労働安全衛生法関係の特別教育等の修了者については、修了証の写しを添付すること。

  ９　同一人が「技術職員(現場代理人）」及び「作業職員」の両方に該当する場合は、両方に記入すること。

伐木等の業務に係る特別教育 集材にかかる特別教育

36条8号

技術職員（要領第３条第１項第２号関係）の資格等

ウ

林業技士 研修修了者 最終学歴 健康保険

常常
時時
雇雇
用用
林林
業業
労労
働働
者者

技技
術術
職職
員員

((

現現
場場
代代
理理
人人
））

作作
業業
職職
員員

雇用を証明
できる資料
(写し添付)

社会保険等加入状況

林業の
実務経験

労災保険 退職金制度

林林　　業業　　労労　　働働　　者者　　名名　　簿簿

商商 号号 又又 はは 名名 称称

所所 在在 地地

区分 　氏　　　名　

社会保険等加入状況等

林業の
実務経験

雇用保険 年金制度

労働安全衛生法関係

様
式

第
４

号
(第

４
条

関
係

）

①
技

術
職

員
(現

場
代

理
人

）
の

氏
名

、
住

所
等

生
年

月
日

年
月

日
か

ら

年
月

日
ま

で

②
実

務
経

験
の

内
容
等

年
年

年
年

年
年

年
年

年
年

年
年

年
年

年
年

年
年

年
年

年
年

年
年

年
年

年
年

年
年

　
※

証
明

者
（

雇
用
主

）
ご

と
に

別
様

と
す

る
こ

と
。

　
※

記
載

内
容

は
資
格

要
件

に
達

す
る

程
度

の
内

容
で

可
。

　
　

　
　

上
記

の
者
は

、
林

業
に

関
す

る
実

務
経

験
を

有
す

る
こ

と
に

相
違

な
い

こ
と

を
証

明
し

ま
す

。

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

（
証

明
者

）

月
か

ら
月
ま

で

月
か

ら
月
ま

で

月
か

ら
月
ま

で

月
か

ら
月
ま

で

月
か

ら
月
ま

で

月
か

ら
月
ま

で

月
か

ら
月
ま

で

月
か

ら
月
ま

で

月
か

ら
月
ま

で

月
か

ら
月
ま

で

月
か

ら
月
ま

で

月
か

ら
月
ま

で

月
か

ら
月
ま

で

月
か

ら
月
ま

で

県
営

林
素

材
生

産
事
業

入
札

参
加

資
格

審
査

申
請

要
領

第
３

条
第

１
項

第
２

号
の

該
当

項
目

(い
ず

れ
か

を
○

で
囲

む
)

ウ
エ

実
　

務
　
経

　
験

　
の

　
具

　
体

　
的

　
内

　
容

実
　
　

　
務

　
　
　

経
　
　

　
験

　
　
　

期
　
　

　
間

月
か

ら
月
ま

で

実
　
　
務
　
　
経
　
　
験
　
　
証
　
　
明
　
　
書

（
林
業
に
関
す
る
実
務
経
験
）

氏
名

雇
用

さ
れ

た
期

間
住

所

令
和
六
年
二
月
二
日

四

大
分
県
報
号
外
（
告
示
）



様
式
第
５
号
（
第
５
条
関
係
）

森
整
第
　
　
　
　
　
　
　
号

令
和
　
　
年
　
　
月
　
　
日

申
請
者

殿

大
分
県
知
事

印

1，
審
査
結
果

２
，
登
録
番
号

森
整
第

－
号

３
，
入
札
参
加
資
格
登
録
の
有
効
期
間

　
　
　
　
令
和
　
　
年
　
　
月
　
　

ま
で

４
，
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
届

あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

５
，
入
札
参
加
資
格
の
取
消

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者
と
な
っ
た
と
き
。

（
２
）
虚
偽
の
申
請
に
よ
り
資
格
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

（
３
）
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た

　
　
と
き
。

県
営

林
素

材
生

産
事

業
入

札
参

加
資

格
審

査
結

果
通

知
書

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
令
和
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
、
県
営
林
素
材
生
産
事
業
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
に

つ
い
て
は
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記

・
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
も
の
と
し
て
登
録
し
ま
し
た
。

・
入
札
参
加
資
格
要
件
を
満
た
し
て
お
ら
ず
登
録
で
き
ま
せ
ん
。

　
登
録
を
受
け
た
方
は
、
県
営
林
素
材
生
産
事
業
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
要
領
の
運
用
第
６
に
定
め
る
変
更
が

　
登
録
を
受
け
た
方
が
、
登
録
後
に
次
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
し
た
と
き
は
、
資
格
の
認
定
を
取
り
消
し
ま
す
の

（
１
）
特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
及
び

様
式

第
６

号
（
第

７
条

関
係

）

年
月

日

大
 分

 県
 知

 事
　

佐
藤

　
樹

一
郎

　
殿

　
１

，
認

定
番

号
第

号

　
２

，
変

更
年

月
日

令
和

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

　
３

，
変

更
事

項
変

更
前

変
更

後

※
変

更
事

項
の

内
容

に
対

す
る

証
明

書
類

を
添

付
す

る
こ

と
。

代
表

者
氏

名

電
話

番
号

Ｆ
Ａ

Ｘ

　
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

付
け

を
も

っ
て

提
出

し
た

県
営

林
素

材
生

産
事

業
入

札
参

加
資

格
申

請
書

及
び

添
付

書
類

の
記

載
事

項
に

つ
い

て
、

下
記

の
と

お
り

変
更

し
た

い
の

で
届

出
ま

す
。

　
な

お
、

こ
の

変
更

届
及

び
添

付
書

類
の

す
べ

て
の

記
載

事
項

は
、

事
実

と
相

違
な

い
こ

と
を

誓
約

し
ま

す
。

記

資
格

審
査

申
請

書
記

載
事

項
変

更
届

令
和

所
在

地

申
請

者
商

号
又

は
名

称

令
和
六
年
二
月
二
日

五

大
分
県
報
号
外
（
告
示
）


